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(54)【発明の名称】 超音波による遠隔診断治療方法及び遠隔診断治療システム

(57)【要約】
【課題】  被検者の複数位置の血行を遠隔診断すると共
に、治療用の超音波を発信して治療を行う体外式及び非
侵襲式の超音波を利用した遠隔診断治療システムを提供
する。
【解決手段】  被検者の複数位置に配置された超音波素
子によって画像データを測定するステップと、前記被検
者を特定するための被検者ＩＤコードと共に、前記測定
された前記画像データと対応する部位識別符号に係る画
像情報とを被検者に装着された送信装置から送信するス
テップと、受信した前記画像データに基づいて前記被検
者の部位を診断するステップと、受信した前記画像デー
タに基づいて異常が診断された部位の超音波素子にネッ
トワークを介して治療用の超音波照射の遠隔制御を行う
ステップと、の各ステップを有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  被検者の複数位置に配置された超音波素
子によって画像データを測定するステップと、
前記被検者を特定するための被検者ＩＤコードと共に、
前記測定された前記画像データと対応する部位識別符号
に係る画像情報とを被検者に装着された送信装置から送
信するステップと、
受信した前記画像データに基づいて前記被検者の部位を
診断するステップと、の各ステップを有することを特徴
とする超音波による遠隔診断治療方法。
【請求項２】  被検者の複数位置に配置された超音波素
子によって画像データを測定するステップと、
前記被検者を特定するための被検者ＩＤコードと共に、
前記測定された前記画像データと対応する部位識別符号
に係る画像情報とを被検者に装着された送信装置から送
信するステップと、
受信した前記画像データに基づいて異常が診断された部
位の超音波素子にネットワークを介して治療用の超音波
照射の遠隔制御を行うステップと、の各ステップを有す
ることを特徴とする超音波による遠隔診断治療方法。
【請求項３】  複数位置に配置された超音波素子には、
配置位置を識別する符号が付されていることを特徴とす
る請求項１又は２に記載の超音波による遠隔診断治療方
法。
【請求項４】  前記測定された画像データは、測定管理
側装置にネットワークを介して無線転送されることを特
徴とする請求項１又は２に記載の超音波による遠隔診断
治療方法。
【請求項５】  前記治療用の超音波発照射の遠隔制御
は、所定の周波数の超音波を所定の時間、前記超音波素
子が前記部位に超音波を照射することを特徴とする請求
項２に記載の超音波による遠隔診断治療方法。
【請求項６】  前記無線転送が、
被検体に悪影響を与えないとする微弱電波による送信、
又は無線公衆回線網への送信であることを特徴とする請
求項１又は２に記載の超音波による遠隔診断治療方法。
【請求項７】  被検者の複数部位の血流データ若しくは
心筋又は組織の虚血状態（以下、「血流データ」とい
う）を超音波によって測定するステップと、
前記被検者を特定するための被検者ＩＤコードと共に、
前記受信された前記複数部位の前記血流データとそれぞ
れに対応する部位識別符号に係る血流情報とを被検者に
装着された送信装置から送信するステップと、
受信した前記血流データに基づいて前記被検者の血流量
を算出するステップと、
前記血流量に基づいて前記被検者の血流量の閾値を算出
するステップと、
前記被検者の前記血流量と前記閾値とを比較するステッ
プと、
前記血流量が前記閾値を越えている場合は前記被検者に
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身体異常が発生しているものと診断して、当該被検者の
ＩＤコード又は氏名を前記表示装置に表示するステップ
と、
被検者に複数装着されている部位のうち異常が診断され
た部位の超音波素子に治療用の超音波照射の遠隔制御を
行うステップと、の各ステップを有することを特徴とす
る超音波による遠隔診断治療方法。
【請求項８】  前記血流量が閾値を越えている場合に、
周囲に画面表示及び／又は音表示を含む警告を発するこ
とを特徴とする、請求項７記載の超音波による遠隔診断
治療方法。
【請求項９】  前記被検者の識別情報又は被検者名の報
知として、
血流量の測定管理側装置に通信を通じて通知することを
特徴とする請求項７記載の超音波による遠隔診断治療方
法。
【請求項１０】  前記閾値が、
被検者ごとに測定された血流量情報を記録し、この記録
した血流量の最低値を含む所定値であることを特徴とす
る請求項７記載の超音波による遠隔診断治療方法。
【請求項１１】  前記血流量を閾値と比較する診断が、
疾患を有する個々の被験者のために予め設定された閾値
の診断であることを特徴とする請求項７記載の超音波に
よる遠隔診断治療方法。
【請求項１２】  前記被検者の識別符号又は被検者名の
報知が、
被検者が位置する施設内の装置への通信による報知、又
は被検者が位置する施設外の施設における装置への通信
による報知であることを特徴とする請求項７記載の超音
波による遠隔診断治療方法。
【請求項１３】  前記血流量が閾値を越えた場合に、治
療箇所の血流量情報とともに治療箇所の画像を表示する
ことを特徴とする請求項７記載の超音波による遠隔診断
治療方法。
【請求項１４】  被検者の複数部位の画像データを超音
波素子により測定する画像測定手段と、
前記画像測定手段に併設され、当該画像測定手段におい
て測定された前記画像データを無線送信する無線通信手
段と、
前記無線通信手段から無線送信された画像データを受信
し、この画像データが異常であると診断された場合に、
通信を通じて警告を送信する警告通報手段と、
を備えることを特徴とする超音波による遠隔診断治療シ
ステム。
【請求項１５】  被検者の複数部位の画像データを超音
波素子により測定する画像測定手段と、
前記画像測定手段に併設され、当該画像測定手段におい
て測定された前記画像データを無線送信する無線通信手
段と、
前記無線通信手段から無線送信された画像データを受信
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し、被検者に複数装着されている部位のうち異常が診断
された部位の前記超音波素子から治療用の超音波を照射
する治療用超音波発生手段と、
を備えることを特徴とする超音波による遠隔診断治療シ
ステム。
【請求項１６】  前記無線通信手段が送信した画像デー
タを受信し、かつ、前記警告通報手段に転送するための
中継装置をさらに備えることを特徴とする請求項１４又
は１５に記載の超音波による遠隔診断治療システム。
【請求項１７】  前記画像測定手段及び無線通信手段の
電源としての電池及び、この電池の残量を監視する残量
監視部を有し、
この残量監視部が電池の残量低下を認識した際に、残量
低下情報を、前記無線通信手段を通じて前記監視通報手
段に通知し、
この前記警告通報手段が前記電池の残量低下を前記被検
者側の装置に通信を通じて通知することを特徴とする請
求項１４又は１５に記載の超音波による遠隔診断治療シ
ステム。
【請求項１８】  前記画像測定手段及び無線通信手段
が、
前記被検者の下着を含む装着物に配置されるとともに、
この装着物における前記画像測定手段を診断治療する部
位上に位置させることを特徴とする請求項１４又は１５
に記載の超音波による遠隔診断治療システム。
【請求項１９】  前記無線通信手段に、
当該画像測定手段の動作停止又は動作開始を行うための
制御部を備え、
この制御部が、前記前記警告通報手段から受け取った動
作停止又は動作開始の指示情報に基づいた制御を実行す
ることを特徴とする請求項１４又は１５に記載の超音波
による遠隔診断治療システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、被検者の血管内を
測定した画像テータ受信し、受信した画像データによる
診断に基づいて該当の異常箇所を遠隔治療する超音波に
よる遠隔診断治療方法及び遠隔診断治療システムに関
し、特に、体外式及び非侵襲式超音波診断及び治療シス
テムに関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、血管内（冠動脈血管内）の診断
は、Ｘ線装置による撮影した画像による診断が普及して
いる。また、一般的には造影剤をカテーテルで血管内に
注入することにより撮影した画像をディスプレイに表示
する方法が取られている。しかし、Ｘ線装置による撮影
と同時に挿入した撮影用カテーテルで血管壁を観察する
ことが必要な場合も多い。又血管壁を観察するためには
超音波カテーテル装置が普及しつつある。超音波カテー
テル装置は、カテーテルの先端部に取り付けられた超音
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波発信子から超音波を送受信することによって血管壁の
画像を撮影する。撮影した画像を表示装置で表示してそ
の表示された画像に基づき診断が行われる。
【０００３】診断の結果、治療が必要とされる時は、治
療用カテーテルを使用して患部を削除及び薬剤の投入等
の治療が行われている。しかし、患部の治療を施しても
ステント再狭窄はしばしば発生する。ステント再狭窄の
克服は大きな課題である。近年、超音波による臨床治療
の研究が進み、血管内超音波照射は新生内膜増殖（Ｎ
Ｉ）の抑制による再狭窄予防効果があると評価されてい
る。一般に、超音波を利用した腫瘍等に対する治療で
は、超音波の焦点サイズは、腫瘍に比べてはるかに小さ
く腫瘍内で超音波を走査して腫瘍全体を治療する方法が
用いられていた。治療用超音波の焦点が超音波治療装置
では、体表から深さが異なる治療目標に対して振動子を
機械的に移動して超音波焦点を治療目標に合わせていた
ため治療時間が長くかかり装置の操作性が低下したり生
体と振動子の多数回に渡る接触や摩擦のため被検者が不
快感を受けている。一方、治療を正確に実行して効率の
良い治療を行うために、治療用超音波の照射済みの部位
に対して未照射の部分と照射済みの部分がはっきりわか
るように治療部位の描出画面上に色分けして表示する方
法が提案されているが、複数回の照射になる場合には回
数に応じた表示は出来難い。
【０００４】また、この遠隔地で循環器の活動状態を監
視する例では、ＰＨＳ（Personal Handyphone System）
電話機又はＰＤＣ（Personal Digital Cellular elecom
munication System）電話機からＰＨＳ通信網又はＰＤ
Ｃ電話網を通じて監視センタに測定情報を送信し、その
遠隔監視を行っている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】このような上記従来例
においては、次のような不都合がある。
【０００６】被検者が血管狭窄、血栓の診断及び治療を
受けるためには、Ｘ線撮影による診断または、診断用の
カテーテルを直接患部に挿入し患部の診断情報を取得す
る必要がある。そして、このように直接取得した情報か
ら患部の診断が行われる。診断の結果によって行われる
治療は、患部にカテーテルを挿入し薬液の投入、異常部
位の削除等を含む内科的インターベンション治療及び／
又は外科的血行再建術が行われている。この診断方法及
び治療方法は、専門の医者により病院等の施設でしか行
われ得ない。従って、被検者は診断又は治療の際は必ず
病院等の医療施設に出向いて、このような診断治療を受
けることが要求されるため、疾患の症状が重い被検者に
とっては負担が大きい。緊急の治療が必要な場合で、被
検者が治療場所から遠方の場所にいる場合は、時間的に
手遅れになる可能性がある。
【０００７】遠隔測定装置による被検者の測定部位の測
定もおこなわれているが、下記のような問題点がある。
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【０００８】被検者の測定情報は、被検者においてその
日常値において大きくばらつきがあり、被検者のその時
の運動量に大きく依存するために、被検者の動きの監視
又は測定情報の監視では、被検者の身体異常発生は正確
に検知できない。
【０００９】遠隔監視により異常と診断された場合にあ
っても、治療は診断装置とは別の治療装置で治療を施す
必要がある。
【００１０】遠隔地で被検者の異常の発生を監視できる
ものの、診断装置にＰＨＳ通信機をワイヤード接続して
設け、このＰＨＳ通信機からＰＨＳ通信網を通じて監視
センタに診断情報を送信している。したがって、被検者
に装着したり携帯する際の装置の形状が大きくかつ比較
的重量がある。換言すれば、被検者の活動の自由度が得
られ難い。
【００１１】ＰＨＳシステムやＰＤＣ電話システムを使
用して遠隔地の監視センタに加速度情報を送信してい
る。したがって、通信料金がかかる。特に、連続的に診
断情報を送信するため従量制の通信料金（課金）が多大
になる。
【００１２】施設内の構内ＰＨＳシステムを利用した場
合、連続的に診断情報を送信するため、その外線や内線
の収容数とともに、多数の被検者の監視を行うには、構
内ＰＨＳシステムの装置規模が大きくなってしまう。
【００１３】本発明は、このような従来の技術における
課題を解決するものであり、被検者における測定する複
数部位に装着された超音波診断器により超音波による血
流量の測定情報を解析して、被検者毎の、より正確な身
体の正常状態又は異常発生状態を遠隔診断する。さら
に、治療が必要の場合は、測定された異常値に該当する
測定部位に装着された振動子が治療用の超音波を発信し
て、血管狭窄の緩和治療仮性内膜の抑止、又は新生血管
の創生等のための治療を行う超音波による遠隔診断治療
方法及び遠隔診断治療システムを提供することを目的と
する。
【００１４】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明の超音波による遠隔診断治療方法は、被検者
の複数位置に配置された超音波素子によって画像データ
を測定するステップと、前記被検者を特定するための被
検者ＩＤコードと共に、前記測定された前記画像データ
と対応する部位識別符号に係る画像情報とを被検者に装
着された送信装置から送信するステップと、受信した前
記画像データに基づいて前記被検者の部位を診断するス
テップと、受信した前記画像データに基づいて異常が診
断された部位の超音波素子にネットワークを介して治療
用の超音波照射の遠隔制御を行うステップと、の各ステ
ップを有することを特徴としている。
【００１５】これにより、被検者における測定する複数
部位に装着された超音波診断器により超音波による画像
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データの測定情報に基づいて診断し、被検者毎の、より
正確な身体の正常状態又は異常発生状態を遠隔診断が可
能となる。さらに、治療が必要の場合は、測定された異
常値に該当する診断治療部位に装着された超音波素子が
治療用の超音波を発信して治療を行うことが可能となっ
た。
【００１６】さらに、複数位置に配置された超音波素子
には、配置位置を識別する符号が付されていることを特
徴とする。配置位置を識別する符号が付されていること
により、異常個所を正確に診断治療することが出来る。
【００１７】さらに、前記測定された画像データは、測
定管理側装置にネットワークを介して無線転送されるこ
とを特徴とする。測定管理側装置に無線転送されること
により、複数の被検者を測定管理装置側で診断すること
が可能となる。
【００１８】前記治療用の超音波発照射の遠隔制御は、
所定の周波数の超音波を所定の時間、前記超音波素子が
前記部位に超音波を照射することを特徴とする。
【００１９】前記無線転送が、被検体に悪影響を与えな
いとする微弱電波による送信、又は無線公衆回線網への
送信であることを特徴とする。
【００２０】ここで、前記超音波素子（以下、振動子と
いう）は、被検者が身体に装着しているため微弱電波に
よる送信である。これにより、被検体に悪影響を与えな
い画像データの転送が可能である。
【００２１】さらにまた、本発明の超音波による遠隔診
断治療方法は、被検者の複数位置の血流データを超音波
によって測定するステップと、前記被検者を特定するた
めの被検者ＩＤコードと共に、前記受信された前記複数
部位の血流データとそれぞれに対応する部位識別符号に
係る血流情報とを被検者に装着された送信装置から送信
するステップと、受信した前記血流データに基づいて前
記被検者の血流量を算出するステップと、前記血流量に
基づいて前記被検者の血流量の閾値を算出するステップ
と、前記被検者の前記血流量と前記閾値とを比較するス
テップと、前記血流量が前記閾値を越えている場合は前
記被検者に身体異常が発生しているものと診断して、当
該被検者のＩＤコード又は氏名を前記表示装置に表示す
るステップと、被検者に複数装着されている部位のうち
異常が診断された部位の振動子に治療用の超音波照射の
遠隔制御を行うステップと、の各ステップを有すること
を特徴とする。
【００２２】ここで、被検者における測定する複数部位
に装着された超音波診断器により超音波による血流デー
タの測定情報に基づいて診断し、被検者毎の、より正確
な身体の正常状態又は異常発生状態を遠隔診断が可能と
なる。さらに、治療が必要の場合は、測定された異常値
に該当する診断治療部位に装着された超音波素子が治療
用の超音波を発信して治療を行うことが可能となった。
【００２３】また、本発明は、前記血流量が閾値を越え
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ている場合には、周囲に画面表示及び／又は音表示を含
む警告を発することを特徴としている。
【００２４】さらに、本発明は、前記被検者の識別情報
又は被検者名の報知として、血流量の測定管理側装置に
通信を通じて通知することを特徴としている。
【００２５】また、前記閾値が、被検者ごとに測定され
た血流量情報を記録し、この記録した血流量の最低値を
含む所定値であることを特徴としている。
【００２６】さらに本発明は、前記血流量を閾値と比較
する監視が、疾患を有する個々の被験者のために予め設
定された閾値の監視であることを特徴とする。これによ
り、被検者ごとに異なる、より正確な閾値が設定できる
ようになって診断と治療が迅速確実に出来るようにな
る。
【００２７】本発明の方法は、前記被検者の識別符号又
は被検者名の報知が、被検者が位置する施設内の装置へ
の通信による報知、又は被検者が位置する施設外の施設
における装置への通信による報知であることを特徴とし
ている。
【００２８】上記した本発明では、被検者が位置する施
設内の装置や、施設外の施設における装置への通信によ
る報知が可能になって多様な診断治療体制が構築できる
ようになる。
【００２９】さらに本発明の方法は、前記血流量が閾値
を越え治療が必要の場合に、治療箇所の血流量情報とと
もに治療箇所の画像を表示することを特徴とする。
【００３０】さらにまた、測定管理側装置からの治療用
の超音波発生指示は、所定の周波数の超音波を所定の時
間当該の前記振動子が発信することを特徴とする。
【００３１】ここで、治療箇所の血流量情報とともに治
療箇所の画像を表示することで、診断が正確になり、治
療のための超音波を適確に照射することが出来る。
【００３２】本発明は、前記測定された血流量に、心電
図データ、加速度情報及び生体情報を付加して無線転送
することを特徴としている。これにより、被検者の正常
状態又は異常状態を確実に把握できるようになる。
【００３３】本発明は、前記無線転送が、被検体に悪影
響を与えないとする微弱電波による送信、又は無線公衆
回線網への送信であることを特徴としている。
【００３４】本発明の遠隔診断治療システムは、被検者
の血流量情報を測定する血流量測定手段と、前記血流量
測定手段に併設され、当該血流量測定手段において測定
された血流量情報を無線送信する無線通信手段と、前記
無線通信手段から無線送信された血流量情報を受信し、
この血流量情報が閾値を越えている場合に、通信を通じ
て警告を送信する監視通報手段と、被検者に複数装着さ
れている振動子のうち異常が診断された部位の前記振動
子から治療用の超音波を発生する治療用超音波発生手段
と、を備えることを特徴としている。
【００３５】さらに、前記無線通信手段が送信した血流
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量情報を受信し、かつ、前記監視通報手段に転送するた
めの中継装置をさらに備えることを特徴としている。
【００３６】また、本システムは、前記血流量測定手段
及び無線通信手段の電源としての電池及び、この電池の
残量を監視する残量監視部を有し、この残量監視部が電
池の残量低下を認識した際に、残量低下情報を、前記無
線通信手段を通じて前記監視通報手段に通知し、この前
記監視通報手段が前記電池の残量低下を前記被検者側の
装置に通信を通じて通知することを特徴としている。
【００３７】さらに、前記血流量測定手段及び無線通信
手段が、前記被検者の下着を含む装着物に配置されると
ともに、この装着物における前記血流量測定手段を動脈
を有する部位上に位置させることを特徴としている。
【００３８】本システムは、前記無線通信手段に、当該
血流量測定手段の動作停止又は動作開始を行うための制
御部を備え、この制御部が、前記監視通報手段から受け
取った動作停止又は動作開始の指示情報に基づいた制御
を実行することを特徴としている。
【００３９】上記した本発明の遠隔診断治療システム
は、前記した方法の発明と同様に、被検者毎の、より正
確な身体の正常状態又は異常発生状態を遠隔監視及び治
療ができるとともに、被検者の活動の自由度が得られ、
かつ、測定情報送信の費用を低減できるとともに、通信
料金の負担が減少し、より正確な被検者の状態を把握で
きるようになる。
【００４０】
【発明の実施の形態】以上説明したように、本発明は、
冠動脈又は四肢等の人体組織における血管狭窄部又は血
流閉塞部位に対して超音波エネルギーを体外的及び非侵
襲的に利用し、従来の内科的インターベンション治療及
び外科的血行再建術に代わって、血管狭窄部や閉塞部位
における血行回復のみならず、仮性内膜の抑止及び新生
血管の創生を可能にするものである。
【００４１】以下、本発明における被検者の血管狭窄部
位、閉塞部位における測定情報に基づいた診断と治療を
行う超音波による遠隔診断治療方法及び遠隔診断治療シ
ステムの実施形態の詳細を説明する。
【００４２】まず、本発明の第１の実施形態の構成及び
基本動作について説明する。
【００４３】図１は、本発明の第１の実施形態における
全体構成を示すブロック図である。図１において、この
第１実施形態は、被験者における超音波診断治療器１の
全体構成であり、被検者が携帯する超音波診断治療器１
と、この超音波診断治療器１の被検者のＩＤ、診断治療
部位の画像データ及び振動子の位置情報をリレー送信す
るために天井などに配置される室内無線中継装置２が設
けられ、さらに、この例においては、被検者を収容して
いる施設内に配置される施設内診断治療装置３が設けら
れている。
【００４４】超音波診断治療器１は、冠動脈又は四肢等
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の人体組織における血管狭窄部又は血流閉塞部位におけ
る血行回復、仮性内膜の抑止及び新生血管の創生を行う
べく、狭窄部位画像情報、血栓部位画像情報、及び、血
流量情報（以下、測定値情報と記載）を無線微弱電波
で、被検者の状態に応じて一定時間ごとに間欠発信し、
又は測定値情報が得られる毎に発信（連続）する。室内
無線中継装置２は、超音波診断治療器１からの測定値を
無線微弱電波で受信して、ワイヤード接続又は無線微弱
電波で中継送信（リレー送信）する。
【００４５】さらに、施設内診断治療装置３側から被検
者を診断する場合は、被検者の識別番号（ＩＤ）、超音
波診断治療器１の振動子１ａ乃至１ｎの振動子番号を指
定して当該の超音波診断治療器１の振動子１ａ乃至１ｎ
にネットワークを介して超音波発信を指示する。超音波
発信を指示された超音波診断治療器１の複数の振動子の
うち指定された振動子１ａ乃至１ｎは、診断用の超音波
を照射して得た測定値情報を無線施設内診断治療装置３
に送信し、診断者は、表示された測定値情報により診断
を行う。超音波による画像情報の処理については、周知
であるので説明を省略する。
【００４６】血流の測定は、圧電素子が短時間だけ超音
波を送り出すように、振動子に断続的に電気エネルギー
が加えられる。超音波のこのような短時間の放出すなわ
ちバーストの直ぐ後に、振動子は反射してくる超音波の
波すなわちエコーを待ち受ける受信器となる。時間間隔
を置いて、次のバーストを出すことでサイクルが繰り返
される。バーストの放出される頻度は２００乃至２０，
０００/ｓである。このバーストからの反射波データ
（媒体内を通る音速と振動子を出て境界面に当ってエコ
ーとして戻ってくる時間）を所定時間受信する。
【００４７】血流量の算出は、超音波の反射波を受信し
た反射波データをトップラー診断装置（図示せず）で解
析することにより、反射波の周波数変移を評価して血流
を測る。
【００４８】施設内診断治療装置３は、被検者を収容し
ている施設（例えば、病院、療養所）内に配置されて複
数の超音波診断治療器１（複数の被検者）からの測定値
を、被検者それぞれの識別符号（ＩＤ）ごとに観測記録
する。
【００４９】図２は、超音波診断治療器１の電気的構成
を示すブロック図である。図２において、超音波診断治
療器１は、被検者の診断部位に超音波（２０ＫＨｚ乃至
１ＭＨｚで、放射エネルギーは、０．３乃至１００ワッ
ト／平方センチメートル）を照射（発信）し、診断部位
からの反射波を受信する振動子１ａ乃至１ｎを有し、照
射を駆動する発信駆動回路１５と、振動子１ａ乃至１ｎ
からの信号を受信する受信回路１７が設けられている。
【００５０】また、この超音波診断治療器１には、受信
回路１７、受信された信号を増幅する信号増幅器１８、
雑音成分除去などを行う処理部１９、及び測定値に被検
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者の識別符号（ＩＤ）を付加して微弱電波で無線送信す
る無線送信部２０が設けられている。さらに、この超音
波診断治療器１には、ＣＰＵ、プログラムを格納したＲ
ＯＭ、被検者の識別符号を格納したワーキングＲＡＭな
どからなるマイクロコンピュータ２１及び、電池Ｅが設
けられている。
【００５１】無線送信部２０は、医療機器や生体への悪
影響が生じない送信電力である微弱電波によって送信す
る。例えば、ブルーツース（Bluetooth） 方式が適用さ
れる。
【００５２】また、マイクロコンピュータ２１は、図示
しない外部入力操作装置から被検者の識別符号を格納
し、かつ、発信駆動回路１５の駆動制御と、処理部１９
での測定値から血流量を、サンプリングレートごとに算
出する。さらに、マイクロコンピュータ２１は電池Ｅの
残容量を、例えば、電圧降下値などで検出して所定残容
量以下になった場合に、被検者の識別符号とともに施設
内診断治療装置３に報知する制御を実行し、さらに、施
設内診断治療装置３からの測定停止／開始などのコマン
ドを受け取って、コマンドに対応する制御を実行してい
る。
【００５３】さらに、この超音波診断治療器１は、反射
波を受信する振動子１ａ乃至１ｎ及び受信回路と、振動
子１ａ乃至１ｎの発信を駆動する発信駆動回路１５とを
検出器として構成し、信号増幅器１８、処理部１９、無
線送信部２０、マイクロコンピュータ２１及び、電池Ｅ
を超音波診断治療器本体として部分的に分離して被検者
が同時に携帯する構成としているが、例えば各部を一体
的に構成（一つの筐体内に収容）した構成としても良
い。
【００５４】超音波を発信し、反射した超音波を受信す
る振動子１ａ乃至１ｎは、下記の構成である。圧電効果
をもつ物質は電界の影響でその形が変形する。例えば、
石英の結晶に電流を加えると電流の向きに応じて結晶は
変化する。結晶が膨張したり収縮する際に、圧縮と希薄
化、すなわち音波が発生する。逆の作用も有る。
【００５５】すなわち結晶に音波を当てると、電気パル
スを発生する。このような基本構成の振動子では、圧電
素子としてセラミック、チタン酸バリウム、ジルコン酸
チタン酸鉛などが使用されている。
【００５６】図３は、素子８５の両側に電気の供給源の
電極８６ａ、８６ｂを取り付けた圧電素子からなる振動
子１ａの基本構成を示している。圧電素子の後ろ側に
は、こうほうに出る音のエネルギーを吸収して前方にで
るエネルギーの形を良くするための裏打ち材８７が設け
られている。
【００５７】超音波は１秒間に２０，０００サイクル以
上、すなわち可聴範囲を越えた周波数を持つと定義され
ている。実際に、数百万サイクル/秒領域の周波数が医
療診断、治療の目的で使われている。超音波は、超音波
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にビーム上の方向性を持たせることが出来る。超音波は
反射と屈折の原理に従う。超音波は小さな物体で反射す
る。これらの原理に基づいて超音波を使用した診断治療
器は構成されている。
【００５８】これにより、本発明に係る超音波治療シス
テムにおいては、冠状動脈における内膜増殖を抑制する
と共に、内科的インターベンション治療術後の細胞増殖
を減少させ、さらには、新生血管の創生を促すことがで
きる。
【００５９】図４は、室内無線中継装置２の概略の電気
的構成を説明するためのブロック図である。図４におい
て、この室内無線中継装置２は、無線送受信部３０、３
２及びインタフェース（Ｉ／Ｆ）部３１が設けられてい
る。
【００６０】無線送受信部３０は、超音波診断治療器１
からの微弱電波を受信し、施設内診断治療装置３からの
測定停止／開始などのコマンドをリレー送信する。この
無線送受信部３０は、例えば、ブルーツース（Bluetoot
h）方式が適用される。
【００６１】無線送受信部３２は、施設内診断治療装置
３へ超音波診断治療器１からの測定値や識別符号及び電
圧降下のデータ（これらをまとめて、適宜、「超音波診
断治療器情報」と記載）を送信し、また、施設内診断治
療装置３からの測定停止／開始などのコマンドを受信す
る。無線送受信部３２は、例えば、ブルーツース（Blue
tooth）方式による無線送受信や、施設内専用の構内Ｐ
ＨＳ（Personal Handyphone System）電話システムなど
が適用される。Ｉ／Ｆ部３１は、無線送受信部３０、３
２間のデータのやり取りを処理する。
【００６２】図５は、施設内診断治療装置３の概略の電
気的構成を説明するためのブロック図である。図５にお
いて、施設内診断治療装置３は、室内無線中継装置２と
の無線送受信を行う無線送受信部４０とともに、送受信
データのインタフェース処理を行うＩ／Ｆ部４１を有
し、さらに、コンピュータ４２とモニタ装置４３及び入
力操作装置４４とを有している。
【００６３】コンピュータ４２（モニタ装置４３、入力
操作装置４４）は、受信した超音波診断治療器情報を処
理して、測定値を被検者ごとに記録かつ監視（例えば、
異常値での報知）し、異常を判定して治療を行う場合
は、治療用の超音波を照射する指示を超音波診断治療器
１に与える。さらに、超音波診断治療器情報における電
池Ｅの残容量を監視する。また、コンピュータ４２は、
超音波診断治療器１に測定停止／開始などのコマンドを
発信するとともに、マイクロコンピュータ（図示せず）
に格納しているプログラムを実行して、この実施形態に
おける処理行っている。
【００６４】ここで、本発明の第１実施形態の全体動作
について説明する。
【００６５】図６は、第１実施形態の動作のフロー・シ
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ーケンス図である。図１乃至６において、ここでは被検
者の診断部位を施設内診断治療装置３が連続的又は間欠
的（特定の時刻間）に測定している。被検者は、例え
ば、冠動脈血管再狭窄、又は四肢等の疾患部位における
血流障害又は血栓が予測される病人などである。この病
人の様態を、画像データ、血流量を通じて診断する例と
して説明する。
【００６６】この病人に、図１に示すように、その胸の
動脈の疾患部位上に図２に示す超音波診断治療器１の振
動子１ａ乃至１ｎが位置するように、例えば、バンドな
どで取り付ける。
【００６７】超音波診断治療器１は、マイクロコンピュ
ータ２１が処理部１９と連動して被検者の血流量を算出
し、その測定値を被検者の識別符号とともに室内無線中
継装置２に無線送信する（図５中のステップＳａ）。
【００６８】室内無線中継装置２は、超音波診断治療器
１からの測定情報を施設内診断治療装置３に無線送信す
る。施設内診断治療装置３は、室内無線中継装置２から
リレー送信されてきた測定値を受信して（ステップＳ
１）、データベース（Ｄ／Ｂ）装置（図示せず）などに
被検者ごとの識別符号に対応して記録する（ステップＳ
２）。
【００６９】施設内診断治療装置３のコンピュータ４２
は、被検者ごとの血流量をモニタ装置４３に画面表示す
るとともに、予め判明している血流量（測定値）の標準
値や、被検者ごとの記録（履歴）から求めた「閾値」と
比較する（ステップＳ３）。この閾値は、被検者ごとに
測定された血流量情報を、Ｄ／Ｂ装置に記録しており、
この記録している血流量の最低値を含む所定値を「閾
値」とすることによって、被検者ごとに異なる、より正
確な閾値を設定できるようになる。
【００７０】そして、測定値が、閾値を越えた場合に、
被検者に異常が発生しているものとしてモニタ装置４３
に警報画面表示を行い、さらに、音声装置（図示せず）
から警報の音出力（報知）する（ステップＳ４）。必要
に応じて施設内診断治療装置３のコンピュータ４２は、
患部の画像を表示画面に表示する。治療が必要である場
合は、異常が発生している箇所の振動子に所定の周波数
の超音波（２０ＫＨｚ乃至１ＭＨｚ）を照射するように
遠隔指示を行う（ステップＳ６）。照射する超音波エネ
ルギー量は、治療の部位又は治療の目的によって異なる
が、０．１乃至１００ワット／平方センチメートルであ
る。指示を受信した超音波診断治療器１は、指示された
位置に配置された振動子１ａ乃至１ｎに対し指示された
所定振動数の超音波を発生させるための電流を所定時間
送信する（ステップＳｂ）。そして、超音波診断治療器
１の管理者に、測定値が、閾値を越えたことを電話装置
（図示せず）や電子メールなどで緊急送信する（ステッ
プＳ７）。この緊急送信を受信した超音波診断治療器１
側の管理者が対応処置をとる（ステップＳｃ）。
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【００７１】この対応処置としては、血管内狭窄や血栓
が予測される病人の様態を、血流量及び患部（診断部
位）の画像を通じて監視し、治療が必要な場合は、看護
人に処置内容を指示する、又は医師の派遣の要請ができ
るようにする。
【００７２】施設内診断治療装置３は、測定停止／開始
などのコマンドを超音波診断治療器１に送信する（ステ
ップＳ８）。超音波診断治療器１は、室内無線中継装置
２を通じた施設内診断治療装置３からの測定停止／開始
などのコマンドを受け取って、その対応処理（制御）を
実行する（ステップＳｄ、Ｓｅ）。これは、例えば、被
検者が非診察中に測定を行うように、その測定停止／開
始を行うためである。
【００７３】さらに、超音波診断治療器１は、電池Ｅの
残容量が少なくなると、残容量低下を、室内無線中継装
置２を通じて施設内診断治療装置３に送信する（ステッ
プＳｆ、Ｓｇ）。この電池Ｅの残容量低下の情報を受け
取った施設内診断治療装置３は、その電池Ｅの残容量低
下を超音波診断治療器１の管理者に電話装置（図示せ
ず）や電子メールなどで緊急送信する（ステップＳ
９）。この緊急送信を受信した超音波診断治療器１側の
管理者が対応処置をとる（ステップＳｈ）。
【００７４】次に、第２実施形態について説明する。こ
の第２実施形態では、前記した第１実施形態の施設内診
断治療装置３が、被検者と同一の建物などに配置されて
いるのに対して、遠隔地で集中監視を行っている。例え
ば、多数の施設（例えば、病院。療養所、老人ホーム）
からの被検者ごとの測定値を遠隔地で集中診断するもの
である。
【００７５】図７は、第２実施形態における遠隔診断の
要部構成を示すブロック図である。図７において、この
第２実施形態は、室内無線中継装置２Ａとともに、遠隔
診断治療装置３Ａが設けられている。さらに、この室内
無線中継装置２Ａと遠隔診断治療装置３Ａとの間が、無
線公衆回線網５０（セル基地局５１）及び有線公衆回線
網５２で接続されている。
【００７６】室内無線中継装置２Ａは、第１実施形態と
同様の無線送受信部３０、Ｉ／Ｆ部３１とともに、無線
公衆回線網５０（セル基地局５１）と無線接続する公衆
無線送受信部３２ａが設けられている。また、遠隔監視
装置３Ａには、有線公衆回線網５２に接続される回線接
続装置（図示せず）が設けられている。この他の構成は
第１実施形態と同様である。
【００７７】無線公衆回線網５０（セル基地局５１）及
び公衆無線送受信部３２ａは、例えば、ＰＨＳ方式やＰ
ＤＣ（Personal Digital Cellular Telecommunication 
System）方式で実現される。遠隔監視装置３Ａの回線接
続装置（図示せず）は、例えば、ネットワーク通信制御
装置（ＮＣＵ）、デジタル終端装置（ＤＳＵ）及びター
ミナルアダプタ（ＴＡ）で実現される。
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【００７８】この第２実施形態では、より遠隔地の病院
などの遠隔診断治療装置３Ａにおいて、多数の施設（例
えば、療養施設、老人ホーム）からの被検者ごとの測定
値を集中診断できるようになる。
【００７９】さらに、第３実施形態について説明する。
図８は、第３実施形態の構成を示すブロック図である。
図８において、第３実施形態は、被検者の測定値を被検
者の超音波診断治療器１から直接、無線公衆回線網５０
（セル基地局５１）に送信している。このため超音波診
断治療器１とともに、被検者の胸ポケットに挿入配置し
た公衆無線用の携帯端末（例えば、ＰＨＳデータ端末）
６０を設けている。被検者の測定値を被検者の超音波診
断治療器１から公衆無線用の携帯端末（例えば、ＰＨＳ
データ端末）６０に送信し、公衆無線用の携帯端末６０
から、無線公衆回線網５０（セル基地局５１）に送信し
ている。この他の構成は、図６に示す第２実施形態と同
様である。この構成によれば、被検者は、診断部位の測
定中であっても病院等の施設を離れ外出することができ
る。
【００８０】図９は、第３実施形態の携帯端末６０の構
成例を示すブロック図である。図９において、この例
は、無線公衆回線網５０のセル基地局５１と無線回線接
続するための無線送受信部６１とともに、無線接続処理
部６２を備え、さらに、コーデック（符号化、復号化）
部６３と、音声通話用のマイクロホン６４及びスピーカ
６５を備えている。また、この携帯端末６０は、この端
末の各部を制御するマイクロコンピュータ６６ととも
に、外部装置（超音波診断治療器１）を接続するＩ／Ｆ
部６７と、表示装置６８と入力操作装置６９が設けられ
ている。
【００８１】無線接続処理部６２は、例えば、多重化処
理（ＴＤＭＡ、ＴＤＭＡ／ＴＤＤ、ＣＤＭＡ）や復調／
変調を処理している。
【００８２】なお、この装置の動作は、ＴＤＭＡ方式、
ＴＤＭＡ／ＴＤＤ方式、ＣＤＭＡ方式として既知であ
り、その説明は省略する。
【００８３】次に、第４実施形態について説明する。図
１０は、第４実施形態の要部構成を示すブロック図であ
る。図１０において、この第４実施形態では、超音波診
断治療器情報とともに被検者の心電図データ、加速度デ
ータ及び生体データを送信している。超音波診断治療器
１の無線送信部２０に（図２参照）、心電図計７０から
の心電図データを出力している。さらに、無線送信部２
０での血流量情報、加速度情報生体情報、及び心電図デ
ータとの合成は、例えば、時分割多重（ＴＤＭＡ）方式
などを適用できる。
【００８４】心電図計７０は、１又は複数個の電極を被
検者の皮膚に接触して心電図データなどの生体情報を出
力する既知の構成である。
【００８５】さらに、被検者に装着されて携帯する加速
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度測定器８１及び生体情報測定器８２とともに、この加
速度測定装置８１及び生体情報測定装置８２で検出した
被検者における部位ごとの加速度情報（脚部、腕部、頭
部、胸部及び腰部）の集合情報、生体情報（血圧、脈
拍、呼吸数、血中酸素濃度）、及び部位識別符号及び被
検者識別符号（これらをまとめて、被検者情報と記載）
を送信している。
【００８６】室内無線中継装置２は、加速度測定装置１
及び生体情報測定装置１ｂからの被検者情報を無線微弱
電波で受信して、ワイヤード接続又は無線微弱電波で中
継送信（リレー送信）する。
【００８７】データを受信したプロセッサは、血圧、脈
拍、呼吸数、血中酸素濃度の生体情報の夫々が、上記の
例に示したように算出された血圧、脈拍、呼吸数、血中
酸素濃度の夫々の閾値と比較され、複数の生体情報がそ
の閾値を超える場合に、当該被検者に身体異常が発生し
ているものとする判断する。プロセッサは、さらに、当
該複数の生体情報から当該警告に係る被検者の動作及び
／又は姿勢（就寝、正座、椅子等に腰掛、歩行、走行、
階段歩行、入浴、食事、排泄における動作及び／又は姿
勢）を判断し、測定された複数部位の夫々の加速度値に
基づいて異常処置の必要性を判断する。プロセッサは、
さらに、当該被検者のＩＤコード又は氏名と共に、前記
被検者の血圧、脈拍、呼吸数、血中酸素濃度の生体情報
及び動作及び／又は姿勢を表示する。
【００８８】プロセッサは、血流量の異常の治療処置を
加速度情報、生体情報とを加味して判定する。被検者が
運動（例えば、階段の上り下り等）により血流量が上が
った場合は、正常であり対応の必要がないと判定する。
【００８９】この第４実施形態では、第１実施形態の施
設内診断治療装置３（遠隔診断治療装置３Ａ）で被検者
の血流量とともに心電図データ、加速度データ、生体デ
ータが診断できるようになって、さらに、被検者の状態
を正確に確認できるようになる。
【００９０】なお、この実施形態では、施設内診断治療
装置３、遠隔診断治療装置３Ａが、閾値と転送されてき
た測定値と比較して、被検者の正常状態又は異常状態を
判定しているが、この判定を、超音波診断治療器１のマ
イクロコンピュータ２１で行うようにしても良い。この
構成では、この判定の結果を振動子で表示（点灯又は非
点灯）し、また、判定の結果を測定値情報に付加して超
音波診断治療器１から施設内診断治療装置３、遠隔診断
治療装置３Ａに転送する。
【００９１】この場合の、超音波診断治療器１での被検
者の正常又は異常の表示（点灯又は非点灯）では、被検
者の周囲で、特に被検者の異常発生を容易に知ることが
できるようになる。また、判定の結果を測定値情報に付
加して施設内診断治療装置３、遠隔診断治療３Ａに転送
する場合、施設内診断治療装置３、遠隔診断治療装置３
Ａ側で、閾値との比較の前に、被検者ごとの経歴（測定
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値）との正確な比較は出来ないものの、仮の警報報知が
可能になって、より迅速な監視が出来るようになる。
【００９２】また、この実施形態では、超音波診断治療
器１、施設内診断治療装置３、遠隔診断治療装置３Ａの
マイクロコンピュータが、プログラムを実行している例
をもって説明したが、同様な機能を備えたデジタルシグ
ナルプロセッサでも、前記した実施形態の制御が可能で
ある。このような変更例は当業者にとって容易に創達で
きる設計的な事項であり、本発明に含まれる。
【００９３】第３実施形態で示したような携帯端末６０
と超音波診断治療器１との組合せの構成で使用すれば、
被検者は、血流量の測定において、病院等の施設内に留
まる必要は無く自由に行動することが可能となる。さら
に、本発明の第１実施形態の説明において、超音波診断
治療器１は、被検者の胸に装着しているが（図１に示
す）、被検者の血管狭窄、血栓等の疾患部位、仮性内膜
の抑止部位又は新生血管の創生部位であれば、どの部位
上に超音波診断治療器１を配置しても良い。
【００９４】このために、身体に装着する種々の装着物
に超音波診断治療器１を配置して、その装着物を身体に
装着して測定可能とすることで活動の自由度を増大する
ことができる。
【００９５】ここで、第１実施形態乃至第４実施形態に
おいて説明した超音波診断治療器１を、装着物に配置し
た装着物の外観構成例を示し説明する。
【００９６】図１１は、超音波診断治療器１を下着７６
に配置した身体装着例を示す外観構成例を説明するため
の斜視図である。図１１に示す例では、超音波診断治療
器１を下着７６に配置して、被検者の胸部位の動脈から
血流量を測定する、又は心電計７０を下着７６の心臓に
対向する部位に配置して心電図も測定できるようにして
いる。下着７６に配置する超音波診断治療器１の振動子
１ａ乃至１ｎの配置位置は、心臓及びその近傍の部位で
ステント留置の所定の位置であれば良い。また、１個だ
けでなく複数個配置しても良い。
【００９７】図１２は、超音波診断治療器１をベスト７
７に配置した身体装着例を示す外観構成例を説明するた
めの斜視図である。図１２に示す例では、超音波診断治
療器１をベスト７７に配置して、被検者の胸部位の動脈
から血流量を測定する。下着７６に配置する超音波診断
治療器１の振動子１ａ乃至１ｎの配置位置は、心臓及び
その近傍の部位でステント留置の所定の位置であれば良
い。また、１個だけでなく複数個配置しても良い。ま
た、加速度測定器８１及び生体情報測定器８２を同時に
装着することも可能である。
【００９８】図１３は、超音波診断治療器１をブラジャ
ー７８に配置した身体装着例を示す外観構成例を説明す
るための斜視図である。図１２に示す例では、超音波診
断治療器１をブラジャー７８に配置して、被検者の胸部
位の動脈から血流量を測定する。ブラジャー７８に配置
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する超音波診断治療器１の振動子１ａ乃至１ｎの配置位
置は、心臓及びその近傍の部位でステント留置の所定の
位置であれば良い。また、１個だけでなく複数個配置し
ても良い。
【００９９】この他に、上記と同様な装着物（例えば、
被検者識別符号（ＩＤ）バンド、帽子等）に超音波診断
治療器１を配置するように構成することも出来る。ま
た、各種の装着物（例えば眼鏡とブレスレットとネック
レスなど）を身体の複数部位に取り付けて生体情報、加
速度情報の測定部位を増やすことも可能である。
【０１００】図１４は、超音波診断治療器１を心臓部以
外の四肢部に装着した例を示すものであって、（ａ）
は、上腕部に、（ｂ）は下肢部に装着した例を示したも
のである。
【０１０１】血行障害や血栓等は、心臓部位以外の例え
ば四肢部等においても発生するものであって、本発明に
係る超音波診断治療器１を、これらの疾患部に装着する
ことによって、上記において説明した体外式及び非侵襲
式の超音波を利用した疾患部に対する診断及び治療が可
能となるのである。
【０１０２】
【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明
の被験者における診断治療システムによれば、測定した
被検者の血流量情報を、微弱電波や有線通信網を通じ
て、建物内や遠隔地に転送して、被検者の診断を行って
いる。診断の結果、異常と判断された部位に治療用の超
音波を発信し治療を行ことが出来る。
【０１０３】この結果、被検者に対する血流量を測定す
る側の自由度、及び血流量を測定する被検者での行動の
自由度が得られるという効果を有している。
【０１０４】さらに、本発明の超音波診断治方法によれ
ば、被検者ごとに異なる、より正確な閾値が設定され
る。この結果、病人の正確な状態の把握が可能になり、
さらに、異常が発生した場合、迅速確実に処置が行われ
事故を防止できるようになるという効果を有している。
【０１０５】また、本発明の超音波による遠隔診断治療
方法においては、被検者が位置する施設内の装置や、施
設外の施設内の装置への通信による報知が行われる。こ
の結果、多様な診断治療体制を構築できるようになると
いう効果を有している。
【０１０６】さらに、本発明の超音波による遠隔診断治
療システムによれば、血流量に心電図データなどの生体
情報を付加して診断治療している。この結果、多様かつ
より正確な被検者の正常状態又は異常状態を把握できる
診断と治療が可能になるという効果を有している。
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【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の被験者における血流量監視システム
の第１実施形態における全体構成を示すブロック図であ
る。
【図２】  第１実施形態における超音波診断治療器の電
気的構成を示すブロック図である。
【図３】  素子の両側に電気の供給源の電極を取り付け
た圧電素子からなる振動子の基本構成図である。
【図４】  第１実施形態における室内無線中継装置の電
気的構成を説明するためのブロック図である。
【図５】  第１実施形態における施設内監視装置の電気
的構成を説明するためのブロック図である。
【図６】  第１実施形態の動作のフロー・シーケンス図
である。
【図７】  第２実施形態における遠隔監視の要部構成を
示すブロック図である。
【図８】  第３実施形態の構成を示すブロック図であ
る。
【図９】  第３実施形態の携帯端末の構成例を示すブロ
ック図である。
【図１０】  第４実施形態の要部構成を示すブロック図
である。
【図１１】  本超音波診断治療器を装着した装着物（下
着）の外観構成例を説明するための正面図である。
【図１２】  本超音波診断治療器を装着した装着物（ベ
スト）の外観構成例を説明するための斜視図である。
【図１３】  本超音波診断治療器を装着した装着物（ブ
ラジャー）の外観構成例を説明するための斜視図であ
る。
【図１４】  本超音波診断治療を、心臓部位以外の四肢
部位（腕部又は脚部）に装着した例を示す。
【符号の説明】
１  超音波診断治療器
１ａ乃至１ｎ  振動子
２  室内無線中継装置
２Ａ  室内無線中継装置
３  施設内診断治療装置
３Ａ  遠隔診断治療装置
２１  マイクロコンピュータ
４２  コンピュータ
４３  モニタ装置
６０  携帯端末
７０  心電図計
Ｅ  電池Ｅ
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